
                      

（事例５） 新築等した家屋又は増改築等した部分に係る住宅借入金等のうちに連帯債務に係る住宅借入金等がある場合 

 

【記載例 5－1】 連帯債務に係る負担割合について当事者間において取り決めがないとき 

            （連帯債務に係る負担割合が取得した資産に係る取得対価の額及び資金の調達状況によるとき） 

 

 

居住開始年月日 平成17年11月20日 

                    （家屋）        （土地等） 

取得対価の額             20,000,000円      25,000,000円 

総床面積又は総面積          100㎡          120㎡ 

居住用部分の床面積又は面積      100㎡          120㎡ 

居住用割合              100％              100％ 

共有                 Ａ・Ｂ 

共有持分               Ａ １／2  Ｂ 1／2 

 

資金の調達状況 

 Ａの自己資金            2,500,000円 

 Ａの単独債務に係る住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳   「住宅及び土地等」 

   年末残高（当初借入金額） 4,900,000円（5,000,000円） 

 Ｂの単独債務に係る住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳   「住宅及び土地等」 

   年末残高（当初借入金額） 7,300,000円（7,500,000円） 

 Ａ・Ｂの連帯債務に係る住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳   「住宅及び土地等」 

   年末残高（当初借入金額） 29,800,000円（30,000,000円） 

※ 記載例はＡに係るものである。 

 

 

〔控除額計算明細書〕 
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